
 
 
 
 

 
 

 

 
日米社会保障協定 

 
―二重加入防止と年金加入期間の通算― 

 
平成 17年（2005年）10月 1日、日米社会保障協
定が発効されました。 
日本の事業所に勤務する人などが、アメリカにあ 

る支店や駐在員事務所などに派遣される場合、両国 

の社会保障制度（年金・医療制度）に二重加入しな  

ければならないことがありましたが、この協定によ 

り、いずれか一方の社会保障制度のみに加入するこ 

とになりました。 
  協定の対象になる人は、原則として、その人が就  

労している国の社会保障制度のみに加入します。た 

だし、事業所から一時的（5年以内と見込まれる場 
合）に協定の相手国に派遣される人は、引き続き派 

遣元の社会保険制度のみに加入します。例えば、日 

本の事業所からアメリカに派遣される人は、原則と 

してアメリカの社会保障制度のみに加入することに

なりますが、派遣期間が一時的であれば、引き続き 

日本の社会保障制度のみに加入することになります。 
  また、年金を受けるためには、一定の期間年金制

度に加入して年金の保険料を納めなければならない

という期間要件が日米両国とも定められています。 
  しかし、いずれかの国の年金制度に一時加入した

場合などは、加入期間が短いために年金を受けられ

ず、納めた保険料が掛け捨てになってしまうことが

ありました。この協定により、日本とアメリカの年

金加入期間を相互に通算することで年金の受給権を

獲得できるようになりました。 
  現在、日本では、アメリカの他にドイツ、イギリ

ス、韓国との社会保障協定が発効されています。 
  

 
 
 

 
職業病と企業責任 

 

―企業には安全配慮義務がある― 
 

石綿による重篤な健康障害が大きな社会問題とな

っています。厚生労働省によると、平成 16年度まで
に石綿の吸引で発症する中皮腫や肺がん等で労災認

定を受けた事業所は 400を超え、製造業と建設業で
９割を占めています。 
一般に、特定の職業へ従事したりその職場環境に

より罹患する、又は罹患する確立の高くなる病気の

総称を「職業病」と言います。労働基準法では、業

務における有害要因と疾病との関係が明確であると

して「業務上疾病」と言い、施行規則において限定

的・例示的に列挙しています。近年は、労働の質的

変化によりいわゆる職業病は減少する一方で、「一

般疾病だが業務が何らかの関連をもち、労働者の健

康に大きな影響のある疾病」として「作業関連疾病

（労働関連疾患）」という概念が登場してきました。

これは、ホワイトカラーが抱える慢性的なストレス

や過労などによる脳血管疾患、心臓疾患、うつ病等、

疾病構造が変化してきているところによるでしょう。 
ところで、重大な労働災害を発生させた企業が「安

全配慮義務」という概念に基づき、使用者責任を追

及されるケースも多くみられます。裁判例における

安全配慮義務の内容は、安全設備等の物理的環境整

備と安全教育など人的環境整備という分類がされて

きましたが、労働環境の変化により「労働時間・休

日等適正な労働条件の確保、健康状態を把握して作

業内容の軽減や配置転換等適切な措置をとる義務」

とするものも現れ、安全配慮義務の内容が拡大され

る傾向にあります。健康で安全に働くことのできる

職場環境の整備も企業の社会的責任と考えられます。 
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